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言論の自由を殺すは

真理を殺すことである

(ミルトン)
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光市医師会報

;医師会月間行事;

※ 1 1月 24日附税務iζ闘する4ft修会於

医師会館午後 7・o0 

講師訟浦光税務署長及び担当官

※ 1 1月24日附月例会於医師会館午

後8・o0 
0報告 ・連絡事項 (1)周南三市医師会役員

会について (2)健保組合と三rli医師会役

員との協議会について (3)民附会長会議、

医師連盟代表者会議、互助会支部長会議

について (4)医師会連劫会の会計報告

(5)忘年会実施について (6)友広先生の病

状について

0協品事項予防接語iζ闘する件鎌iζ事故

調者会要綱〈案)について

予防接種実施規則

(接種用器具の滅菌等)

第 3条接種明器具は、乾熱、“JE蒸気、煮

沸、エチレ ンオキサイドガス」くはコパノレ

ト60から放出されるガンマ線によって

滅菌されていなければならない。

2. 注射針、多圧針及び接種明さじは、被

接種どとに取り換えなければならない。

〈禁忌)
第 4条接袴:前;ζは、被接種者について、閥

診&.ぴ視診によって 、 必~があると認め

られる場合には、 更に聴打診等の方法に

よって、健康状態を調べ、当該被接語者

が次のいずれかに該当すると認められる

場合には、その者に対して予防接越を行

つてはならない。ただし、被接持者が当

該予防接揮に係る疾病に岱染するおそ札

があり 、 かつ、 その予防接~により著し

い障害そきたすおそれがないと認められ

る場合は、ζの限りでない。

l 発熱している者又は著しい栄養障害
者

2. 心臓血管系疾患、腎臓疾患又は肝臓

疾患にかかっている者で、当該疾患が

急性胡若しくは増悪期又は活劫期にあ

るもの。
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3. 接師しようとする接樟液の成分によ

りアレルギーを呈するおそれがあると

とが明らかな者。

4. 接俺しようとする接種液iとより巣常

な副反応を呈したことが明らかな者。

5. 接陪前一年以内にけいれんの症状を

呈した乙とがある ζ とが明らかな省。

6. 妊娠している乙とが明らかな者。

7. 宿そうの予防接種については、前せ

各号に掲げる者のほか、まん延性の皮

膚wにかかっている者で、fil!痘により

戸市;与をきたすおそれのあるもの又は急

性灰白髄炎若しくは麻しんの予防接簡

を受けた後 1ヶ月を経過していない者。

& 急性灰白髄炎の予防接種については、

第 1号から:f.J6号までに掲げる有のほ

か、下痢患者又は種痘若しくは麻しん

予防接陀を受けた後 1月を経過してい

ない荷

9. 前各りに掲げる者のほか、予防接桁

を行うことが不適当な状態iとある者。

。妾種後の注意事項の通知)

第5条 予防接崎を行なうに当たっ ては、被

接持者」くはその保護者iζ対して 、 次の・J~
頃を知らせなければならな l、0

1. ，:':J熱、けいれん等の症状を呈した場

合には、速やかに医師の診察を受ける

乙と。

2. 医師の診擦を受けた場合iζは、泌や

かに吋誠T'防接梧を行った都道府県知

事又は市町村長iζ虚報すること。

3. ，jiJ 2号に掲げる事項のほか、{左手fir&
の安局その他接種後には持iζ佳立すべ

き'Ji.I;良。

(ジフテリア、百日せき文は急性灰白

髄炎の編時の予防接種)

第 6条 ジフテリア、百日せき又は急性灰白

髄炎の臨時の予防接雇に係、る接柑万法&.

び接話ghlは、指 3寧文は第 4市1<:定める

と乙ろを標準とし、被接盛者の年令、身

体の状況、 ~ Iζ受けた当該予防接柑:の削
数等iζ応じて決定しなければならない。

〈施行時期)

第 7条 定期の種痘は 、毎年、原則として 6
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月から 9月までの期聞を除く時期K行も

のとする。

(痘そうワクチンの接種量)

第8条出そうワクチンはo.1ミリリットル

をおよそ 10人に対して弔いるものとす

る。

(接種の方法〉

第9条精出は、多庄法iζより行うものとす

る。

(多圧法)

第10条 多庄法は、接暗部位の皮腐を緊張さ

せ、痘そうワクチンを塗った後、多庄針

をほぼ接庵皮j丹面lと対して平行に持ち針

先をもって、生後初めて行われる種痘に

あってはl白保 3ミリメー トJレ以内、それ

以外のN!痘にあっては直盛 3ミリメー ト

ノレから 5ミリメートルまでの円内の皮膚

面を強く圧し、出血しない程度に皮，曹を

傷つけて行うものとする。

2. 皮膚函を圧する回数は、生後初めて行

われる荷厄にあっては 5聞から10固まで

それ以外の種痘にあっては15固から20固

までとする。

(種痘の検診)

第11条 荷1¥l.若干行ったときは、期日を指定し

て筒症の検診を行わなければならなb、。

2. 前項の朋臼は、栢症を行った白から起

訴して 6~ I から 8 日までの閥(細胞培長
症そうワクチンを使用したときは、10日

から15r1までのl山)とする。

(検診の基準)

第12条 生後初めて行われる種症にあっては

完全信抱(1伝IIKのある定型的な水庖又は

膿砲をいう)を認めた場合、それ以外の

馬院にあっては水砲、膿宿文は漬湯若し

くは編皮をrr心とする充血若しくは明ら

かに触知する乙とができる硬結を認めた

場合は善也、それ以外の場合は不善惑と

判定するものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、細胞培養痘

そうワクチンを使用したときは、水語、

限抱又は水抱若しくは膿砲を経過した痴

皮を認めた場合は善感、それ以の場合は

不善感と判定するものとする。
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(再種痘)

第13条 検診の結果、不義感と判定された場

合には、その後直ちに貞tζ 1図録痘を行

うものとする。

(施行回数)

第14条 ジフテリア及び百臼せきの定期の予

防接械は毎年210J以上行うものとする。

(第 1胡予防接種)

第15条 ジフテリアの等 1胡の予防接種は、

3週間から 8週|出までの凶隔をおいてジ

フテリアトキソイドを 3凶皮下に注射す

るか、又は沈降ジフテリアトキソイドを

2回皮下に花射するものとし、接種串:は

侍凶o.5ミリリットノレとする。

ただし、同時に破傷風ω予防接種を受け

る旨の申出があった者については、ジフ

テリア峨傷風混合トキソイド文は沈降ジ

フテリア破傷風混合トキソイドを使用す

る乙とができる。

2. 肖Uせきの第 l胡のP防接種は、百日

せきワクチンを 3~閥から 8 週i国までの

間隔をおいて 3由皮下に注射するものと

し、接穂t，tは、毎回0.5ミリリットルと

する。

3. ジフテリア及び百r-Jせきについては伺時

に行う第 1期のP防接障は、百日せきジ

フテリア混合ワクチンを 3l島岡から 8週

間までの附隔をおいて 3[uJ皮下に注射す

るものとし、m利iiItは、fu{gjo. 5ミリリ

ットノレとする。ただし、同時に倣傷風の

予防接指を>l:ける旨のゆ出があった者に

ついては、百円せきジフテ リア破傷風混

合ワクチンを使用する乙とができる。

(第 2期予防接種)

第16条 ジフテリアの必 2期の予防接種はジ

フテリアトキソイドえは沈降ジフテリ ア

トキソイドを l回皮下に注射するもりと

し、接庵Mは0.5ミリリットルとする。

ただし、同時に峨悦風の予防接種を受け

る旨の申出があった者については、ジフ

テリア披傷風説合トキソイド又は枕降ジ

フテリア般働風混合トキソイドを使用す

る乙とができる。

2 百日せきの第2期の予防接種は、百日
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せきワクチンを i回皮下に注射するもの

とし、接種fAは0.5ミリリットルとする。

3. ジフテリア及び面白せきについて同時

に行う第 2期のI'防接種は、百日せきジ

フテリア説合ワクチンを 1回皮下に注射

するものとし、接馬泣はり.5ミリリット

Jレとする。ただし、同時に破傷風の予防

接種を受ける旨の申出があった者につい

ては、百 nせきジフテリア破傷風混合ワ

クチンを使明することができる。

(第3期予防接種)

第17条 ジフテリアの第 3期の予防接種は、

ジフテリアトキソイド又は沈降ジフテ リ

アトキソイドを 1回皮下に注射するもの

とし、接椅祉は、 0.5ミリリットノレとす

る。ただし、同時に峨傷風の予防接種を

受ける旨の申出があった者については、

ジフテリア破傷胤混合トキソイド又は沈

降ジフテリア破傷風混合トキソイドを使

用する乙とができる。

。妾種の方法)

第20条 急性灰白髄炎の定期の予防接種は、

希釈した 3価出合の経口生ポリワクチン

を6週閥以上の間隔をおいて2回経口投

与するものとし、接語11i:は、毎回 1.0ミ

リリットルとする。

第 S主主 コレラ、インフルエンザ、日本脳

炎及びワイル病の予防接種

(コレラ)
第21条 コレラの予防接種は、コレラワクチ

ンを 5日から 7nまでの同隔をおいて 2

回皮下に注射するものとし、接種f立は、

第l固にあたっては 0.5ミリリットル、

第2固にあっては 1.0ミリリットノレとす

る。ただし、接種祉は、 7才以上13才未

満の者にあっては第 1回0.35ミリリッ

トIV， 4才以上 7.t未満の者にあっては

第 1回0.25ミリリットル、第 2回0.5
ミリリットル、 4才未満の者にあっては

第 1[且O.1ミリリットル、第2回0.25 
ミリリットルとする。

(インフルエンザ)

第沼条 インフルエンザの予防接種はインフ

Jレエンザワクチン又はインフルエンザH

Aワクチンを 1過附から 4週間までの間
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隔をおいて 2回皮下に花射するものとし、

接棒読は毎日 0.5ミリリットルとする。

ただし、接f:ilfMは、 6才以上15才未満の

者にあっては 0.3ミリリットル、 1才以

上6才未満の者にあっては 0.2ミリリッ

トル、 1才未満の者にあっては O.1ミリ

リットルとする。

(日本脳炎)

第お条 日本脳炎の l'防接障は、U本脳炎ワ

クチンを 1週11助主ら 2週間までの閥隔を

おいて 2[uJ、吏におおむね I年を経過し

た時期に 1回皮下に注射するものとし、

接種誌は、毎luJ1. 0ミリリットルとする。

ただし、接持川は 3.t点目角ーの者にあって

は0.5ミリリット Jレとする。

2. 前回の予防接柿:を受けた者に対しての

後行う f1本脳炎の予防接樟は、日本脳炎

ワクチンを 1luJ皮下に注射するものとし、

佳種祉は 10ミリリットルとする。ただ

し、接俺坑は、 3J"未満の者にあっては

0.5ミリリットルとする

謹弔

友広利親先生

12月2日午後 3時30分脳軟化症のため

死去されました。

謹しんで御民俗を祈ります。

け年1蒜朗才

あとがき
とにかく、一年の過ぎるのが語いこと。顧

みて侮いありゃなしゃ

かへりみるこω一年のながれかな

(もと女)
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